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認知症の進行に応じて 、利用できる支援やサービスがあります
　この表は、認知症の状況に応じて、いつ、どこで、どのような支援を受けられるかの概略を示したものです。なお、認知症の状況は個人により異なりますので、必ずこの経過をたどるわけではありません。
今後、予想される症状や状態の変化の目安として参考にしてください。

認知症の段階 物忘れはあるが、日常生活は自立 認知症を有するが日常生活はほぼ自立 誰かの見守りがあれば日常生活は自立 日常生活に手助け・介護が必要 常に介護が必要
・同じことを何度も聞く。
・約束したことを忘れる。
・探し物が増える。

・買い物の時にお札でしか支払えない。
・同じ物を何度も買う。
・ATMの操作ができない。

・料理の品数が減る。
・自分で服薬ができない。
・たびたび道に迷う。

・季節に応じた服が選べない。
・外出先から家に戻れない。
・トイレの場所を間違える。

・家族の顔が分からなくなる。
・反応が緩やかになり、言葉が減る。
・寝たきりになる。本人の様子

家族の気持ち

家族の心構え

第１ステップ　とまどい・否定
・異常な言動にとまどい、否定しようとする。
・他の家族にすら打ち明けられずに悩む。

第２ステップ　混乱・怒り・拒絶
・どう対応してよいか分からず混乱し、ささいなことに腹を立
　てたり、叱ったりする。
・精神的・身体的に疲労困憊、拒絶感・絶望感に陥りやすい
　最もつらい時期。

第３ステップ　割り切り
・イライラしても何もメリットはないと
　思いはじめ、割り切るようになる。
・症状は同じでも介護者にとって
　「問題」は軽くなる。

第４ステップ　受容
・認知症である家族の
　あるがままを受け入
　れられるようになる。

● 認知症や介護について学ぶ機会を持ち、正しい知識を深める。
● 認知症が心配な場合は、早めに相談したり、医師の診察を受ける。
● 認知症を身近な人に伝え、理解者や協力者を作る。
● 別居の家族も含め、家族間で情報を共有し、介護について話し合う。
● 本人の家庭内での役割、社会参加の機会を持ち、進行を予防する。

● 具体的な介護方法を学ぶ機会を持つ。
● １人で抱え込まずに介護仲間を作る。
● 交流会等に参加して、悩みや気持ちを話す機会を作る。
● 家族自身の健康や生活を大切にする。
● 介護サービスを上手に利用し、がんばりすぎない介護を心がける。

● 肺炎などの合併症を起こしやすくなることを理解しておく。
● 人生の最期をどう迎えるか、早い段階で医師などと話をし、
　 どのような対応を望むか確認する。
　（終末期の延命処置や栄養補給を行うかなど）

地域包括支援センター　（※お困り事がありましたら、気軽にご相談ください）
介護認定を受けたらケアマネジャー

認知症初期集中支援チーム
家族介護者支援センター

認知症サポーター養成講座、家庭介護のためのハートフルセミナー
家族介護者交流事業（地域包括支援センターにお問い合わせください）、家族介護者支援センター、認知症カフェ（交流会開催店舗あり）、ほほえみ会

かかりつけ医　（※まずは、本人の状況をよく知っている身近なかかりつけ医にご相談ください）
専門医療機関（認知症サポート医、認知症疾患医療センター）

訪問歯科診療 ［対象者：歯科医院に通院することが困難な方　春日井市歯科医師会　（電話 0568-85-0185）］
【介護保険サービス】居宅療養管理指導、訪問看護

楽しみや役割を持って活動的に過ごしましょう （高齢者等サロン事業、老人クラブ、趣味等）
身近な交流できる場所に出かけましょう （高齢者等サロン事業、老人クラブ、認知症カフェ等） ※認知症地域支援推進員に、気軽にご相談ください

【介護保険サービス】通所介護、通所リハビリテーション、小規模多機能居宅介護、訪問リハビリテーション等

愛知県認知症電話相談　（電話 0562-31-1911　認知症介護経験者が相談にのります）　、　愛知県若年性認知症総合支援センター　（電話 0562-45-6207）

《訪問診療》

地域の見守りや助け合い（近所、自治会、民生委員、老人クラブ、認知症サポーター、警察、認知症高齢者等見守り支援事業への登録）
配食サービス利用助成、さわやか収集、高齢者寝具乾燥交換サービス、緊急通報システムの設置　

グループホーム、介護老人保健施設、介護老人福祉施設、介護医療院

金銭管理、契約に関する支援（日常生活自立支援事業、成年後見制度利用支援）
※高齢者・障がい者権利擁護センター (電話 0568-82-9232)に気軽にご相談ください

【介護保険サービス】訪問介護、通所介護、訪問入浴介護、小規模多機能居宅介護、短期入所生活介護 (ショートステイ)
　　　　　　　　　  福祉用具貸与、福祉用具購入費の支給、住宅改修費の支給等
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認知症かもしれない 常に介護が必要

【介護保険サービス】を利用するために、地域包括支援センターまたはケアマネジャーがケアプランを作成します。

この前も
　 聴いたな…








